
渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク推進協議会 傍聴要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク推進協議会規約の第１１

条第２項の規定に基づき、渡良瀬遊水地エリア エコロジカル・ネットワーク推進協議会（以下

「協議会」という。）の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴人） 

第２条 傍聴人とは、協議会の許可を得て、協議会を傍聴する者とする。 

（協議会の開催の周知） 

第３条 協議会の開催は、公開、非公開にかかわらず、原則として会議開催日の７日前までに一

定の方法（インターネット等）により、周知するものとする。周知後に公表内容に変更が生じ

た場合も同様とする。 

２ 周知の内容は、協議会の名称、日時、場所、協議事項、傍聴の可否、傍聴手続、その他必要

な事項とする。 

（傍聴の申出等） 

第４条 傍聴を希望する者は、第３条協議会の開催の周知により示された傍聴手続きに則り、傍

聴の登録手続きを受けなければならない。 

２ 傍聴の登録手続きを受けた者は、受付にて名簿での確認を行った上で会場に入室するものと

し、協議会の指示に従って着席すること。 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、静粛を旨とし、会場の秩序を乱すおそれのある行為をしてはならない。 

（撮影・録音等の許可） 

第６条 傍聴人は会場において写真、テレビ、映画の撮影又は録音等をしてはならない。 

ただし、協議会の許可を得た場合はこの限りでない。 

（事務局員の指示） 

第７条 傍聴人は、すべて協議会の指示に従わなければならない。 

（傍聴違反に対する措置） 

第８条 傍聴人が、本要領に違反するときは、注意し、なおこれに従わないときは退場させるこ

とができる。 

（その他） 

第９条 この要領の変更や規定に定めなき事項については、協議会で定めるものとする。 

附則 

この要領は、平成２７年１１月１６日から施行する。 


